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1 発明推進協会のミッション

「一般社団法人発明推進協会：JIPII（Japan Institute 

for Promoting Invention and Innovation）」は、「知

的財産権制度の普及啓発及び知的財産権の利用促進、発

明の奨励、青少年等の創造性開発育成等を行うことによ

り、科学技術の振興を図り、もって我が国の産業経済の

発展に寄与することを目的」（発明推進協会　定款第３

条）として、2012 年４月に従来の「社団法人　発明

協会」からの移行法人として設立された法人である。

なお、従来の「社団法人　発明協会」の事業のう

ち、発明奨励振興及び青少年創造性開発育成事業等

は、「公益社団法人発明協会：JIII（Japan Institute of 

Invention and Innovation）」が事業継承しており、

46 道府県の発明協会（地域協会）とは、各地域におけ

る産業の発展、科学技術の振興等に寄与するために連携

を推進している。

さて、上述した目的に則り、発明推進協会では、研修

事業、図書刊行事業、調査研究事業及び国等からの受託

事業を実施し、日々我が国産業の発展に寄与していると

ころである。

そこで、今回は発明推進協会が行っている各種事業

の中から、企業・知財関係者向けに行っている事業、こ

れから知的財産に携わる方々向けの事業を中心に紹介す

る。

ユーザーニーズに応じた知的財産情報の
提供

一般社団法人発明推進協会　知的財産研究センター知的財産総合支援グループ参事　渡邉　勇
PROFILE

Providing Intellectual Property information corresponding to customer needs

2000年特許庁入庁。2004年審査官（光学分野）、特許審査第一部調整課、調査室、（独）工業所有権情報・研修館等を経て、
2013年 7月より現職。

図 1　発明協会（JⅢ）/発明推進協会（JIPⅡ）事業概念図
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2 海外展開企業等への情報提供
～外国産業財産権管理マニュアル等～

従来、我が国企業の海外での事業展開は、特に大手企

業を中心に活発に行われてきた。さらにアジアを中心と

した拡大する海外市場や、コストメリットを意識した生

産拠点展開等を目的として、中堅・中小企業の海外事業

展開も拡大の傾向にある。

我が国企業の海外事業展開も、輸出中心の展開から、

現地での開発や研究拠点進出等、海外での知的財産創出

が従前よりも多く発生する状況が生まれてきている。

そのため、我が国企業等による諸外国での産業財産権

取得活動が活発化している。

こうした中、特許庁や（独）工業所有権情報・研修館等

から、海外展開企業への知的財産面での支援・情報提供

が各種行われているところ、発明推進協会では、特許庁

や関係機関が作成している法律・制度概要、侵害対応マ

ニュアル、判例紹介等の資料とは別に知財管理実務にお

いて、我が国企業が特に高い関心を寄せている国・地域

の知財庁への手続きや、応答期限等の出願管理実務に特

化して必要な情報・様式を収集し、提供する「外国産業

財産権管理マニュアル」サービスを事業として行ってい

る。

「外国産業財産権管理マニュアル」は、紙媒体だけで

なく、適時の情報更新 / 継続的な対象国の拡大等を反映

できる Web サービスでも提供されている。

具体的な上記「外国産業財産権管理マニュアル」の中

身の一例を【図２】に示すので、ご参照いただきたい。

こうした情報を海外展開企業やそのサポートを行って

いる代理人弁理士の方々に是非ご活用いただきたいと考

えている。

さらに、発明推進協会では、これまで携わってきた各

種事業において培った情報の質と量に加え、各国・地域

の知的財産専門家との人的ネットワークを活かした IP 

コンサルサービスの提供を通じ、例えば海外展開企業や

代理人弁理士のサポートも行っている。IP コンサルサー

ビスは各種翻訳・調査・監視等、そのサービス内容はユー

ザーニーズに応じて、幅広くフレキシブルに対応してい

るので、お悩みをお抱えの方は、一度、発明推進協会に

ご相談いただきたい。

図 2　外国産業財産権管理マニュアルの例
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3 新たな知的財産関連研修の提供
～音声ダウンロード講座～

発明推進協会では、永年にわたり、座学というスタイ

ルで知的財産に関する様々な講座を提供してきたが、平

日昼間にはなかなか通う事ができないという声に応える

べく、平成 25 年 11 月より音声ダウンロード講座の

サービス提供を開始した。　

この講座は、個人でも受講しやすい価格に設定する

とともに、MP3（音声データ）と PDF（テキストデー

タ）での提供により、汎用性の高いデータ形式となって

おり、どんな端末でも再生できるように考慮し、スマー

トフォンや携帯音楽端末、タブレットなど持ち運びが出

来る端末で何回も繰り返して学習できることを特徴とし

ている。

本講座の主な想定対象は、企業の知的財産部や法務部

等に配属されたばかりの１～２年生の方、配属部署に関

係なく新入社員として知的財産の基礎を知っておきたい

方、知的財産のキャリアはあるが基礎的な部分は今更他

人に聞けないと思う方、平日昼間に研修を受けることが

できないという方等を対象に知的財産権の基礎中の基礎

を学べるツールとして利用することができると考えてい

る。

前述したような本講座の特性を活かし、是非とも通

勤・通学の電車の中、寝る直前、朝などの隙間の時間を

有効に活用していただきたい。

テキストは、本講座のために「知的財産権初心者講座」

や「知的財産権基礎講座」などの発明推進協会主催の短

期集中公開講座でも非常に人気の高い弁理士の中川淨宗

先生に書き下ろしていただいた。録音も FM ラジオ番

組制作のスタジオを利用できたため、極めて音質の良い

ものとなっており、いかなる場面においても聞き取りや

すく制作している。音声データにおいては、単元ごとに

チャプターで分け、テキストも文章のみではなく絵や図

を交えながら初心者でも分かりやすく作製し、使い勝手

の良いものとなっている。

現在は、知的財産権四法（特許法・実用新案法・意匠

法・商標法）が揃っており、不正競争防止法や著作権法

など、今後の展開にもご期待いただきたい。

図 3　音声ダウンロード講座
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4 アイデア段階から調査可能先行技術調査
の提供～簡易型／総合型先行技術調査～

発明推進協会では、出願・審査請求等の種々の判断に

有用な先行技術調査を提供している。この先行技術調査

では、明細書化されているものに限らず、あるアイデア

を権利化したいと考えているが、まだ明細書等に書き起

こしていないようなケースでも、アイデアシートから技

術の構成要件をピックアップし、これをベースに先行技

術調査を行い、結果を提供している。

先行技術調査を行いたいが、まだ明細書化できていな

いとお悩みをお抱えの企業等に是非、活用していただき

たい。

発明推進協会では、こうした事業を提供することによ

り、知的財産制度の普及啓発・知的財産権の利用促進に

寄与しているところである。

5 終わりに

発明推進協会では、上述したような知的財産関連情報

の提供事業以外にも、知的財産関連の各種書籍の刊行事

業、知的財産関連の研修の実施といった、各種知的財産

関連の情報提供を行うことで、「知的財産権制度の普及

啓発及び知的財産権の利用促進、発明の奨励、青少年等

の創造性開発育成等を行うことにより、科学技術の振興

を図り、もって我が国の産業経済の発展に寄与する」（発

明推進協会　定款第３条）という目的に沿いつつ、我が

国イノベーションの発展に寄与していく所存である。

各種事業に、ご不明な点やご興味をお持ちの方は是非

お気軽に発明推進協会の扉をたたいていただきたい。


